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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
容器をブロー成形するための方法であって、パリソンを、ブロー成形機のブロー成形型内
部で熱的にコンディショニングした後、ブロー成形圧を作用させることにより容器に成形
し、ブロー成形ガスをコンプレッサによって提供するようにした前記方法において、
　ブロー成形機（４１）の制御部（４５）がコンプレッサ（４２）によって提供される出
力圧の目標値を発生させるように、コンプレッサ制御部（４４）がブロー成形機（４１）
の制御部（４５）と接続されていること、
　コンプレッサ（４２）の出力圧を、ブロー成形機（４１）が必要とするブロー成形圧と
付加的な差圧とを加算することによって特定すること、
を特徴とする方法。
【請求項２】
コンプレッサ（４２）を、コンプレッサ制御部（４４）に依存して、予め設定可能な異な
る出力圧で作動させることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
コンプレッサ制御部（４４）が、ブロー成形機（４１）の制御部（４５）によって目標値
を設定することなくコンプレッサ（４２）を制御して所定の最大出力圧を発生させること
を特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
ブロー成形機（４１）とコンプレッサ（４２）との間のインターコネクション（４７）が
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少なくとも一方向性データ伝送を行なうことを特徴とする、請求項１から３までのいずれ
か一つに記載の方法。
【請求項５】
コンプレッサ（４２）によって発生させるべき出力圧に対する目標値設定を、ブロー成形
機（４１）の操作プログラムを介して行なうことを特徴とする、請求項１から４までのい
ずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
前記差圧を、ブロー成形機の圧力コントローラの差圧と接続ラインの圧力損失とコンプレ
ッサ制御部（４４）のヒステリシスとの総計により検出することを特徴とする、請求項１
から５までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項７】
少なくとも２つのブロー成形機（４１）を少なくとも１つのコンプレッサ（４２）に接続
させることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項８】
少なくとも２つのコンプレッサ（４２）を少なくとも１つのブロー成形機（４１）に接続
させることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項９】
コンプレッサ（４２）によって提供される圧縮空気の少なくとも一部分を蓄圧器（４３）
によって蓄圧させることを特徴とする、請求項１から８までのいずれか一つに記載の方法
。
【請求項１０】
ブロー成形型を備えた少なくとも１つのブロー成形ステーションを有し、ブロー成形ステ
ーションがコンプレッサ制御部を有しているコンプレッサと接続されている、容器をブロ
ー成形するための装置において、
　コンプレッサ制御部（４４）がブロー成形機（４１）の制御部（４５）と接続されてい
ること、
　ブロー成形機（４１）の制御部（４５）の出力がコンプレッサ制御部（４４）の目標値
入力部（４８）に接続されていること、
　ブロー成形機（４１）の制御部（４５）が、実際のブロー成形圧と差圧とを加算するこ
とによりコンプレッサ（４２）に必要な出力圧を求めるための演算ユニットを有している
こと、
を特徴とする装置。
【請求項１１】
コンプレッサ制御部（４４）が、コンプレッサ（４２）の異なる出力圧を設定できるよう
に構成されていることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
コンプレッサ制御部（４４）が、ブロー成形機（４１）から提供される目標値を入力する
ための前記目標値入力部（４８）以外に、ブロー成形機（４１）から提供される目標値が
ないときに目標値を入力するための入力部（４９）を有していることを特徴とする、請求
項１０または１１に記載の装置。
【請求項１３】
ブロー成形機（４１）とコンプレッサ（４２）との間のインターコネクション（４７）が
少なくとも一方向性データ伝送を実施できるように構成されていることを特徴とする、請
求項１０から１２までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項１４】
ブロー成形機（４１）の制御部（４５）が実際のブロー成形圧の目標値を予め設定するた
めの操作プログラムを有していることを特徴とする、請求項１０から１３までのいずれか
一つに記載の装置。
【請求項１５】
演算ユニットが、ブロー成形圧コントローラの差圧と流動経路に沿った圧力損とコンプレ
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ッサ（４２）のコントローラヒステリシスとの差圧を形成するように構成されていること
を特徴とする、請求項１０から１４までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項１６】
少なくとも２つのブロー成形機（４１）が少なくとも１つのコンプレッサ（４２）に接続
されていることを特徴とする、請求項１０から１５までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項１７】
少なくとも２つのコンプレッサ（４２）が少なくとも１つのブロー成形機（４１）に接続
されていることを特徴とする、請求項１０から１６までのいずれか一つに記載の装置。
【請求項１８】
コンプレッサ（４２）をブロー成形機（４１）と接続させている圧縮空気連結部が少なく
とも１つの蓄圧器（４３）を有していることを特徴とする、請求項１０から１７までのい
ずれか一つに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器をブロー成形するための方法であって、パリソンを、ブロー成形機のブ
ロー成形型内部で熱的にコンディショニングした後、ブロー成形圧を作用させることによ
り容器に成形し、ブロー成形ガスをコンプレッサによって提供するようにした前記方法に
関するものである。
　さらに本発明は、ブロー成形型を備えた少なくとも１つのブロー成形ステーションを有
し、ブロー成形ステーションがコンプレッサ制御部を有しているコンプレッサと接続され
ている、容器をブロー成形するための装置にも関わる。
【背景技術】
【０００２】
　ブロー成形圧を作用させて容器を成形する場合、熱可塑性材料（たとえばＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート））から成っているパリソンは、ブロー成形機内部において種々
の加工ステーションに供給される。この種のブロー成形機は、典型的には、加熱装置とブ
ロー成形装置とを有し、ブロー成形装置の領域において、予め温度調整したパリソンを両
軸方向に配向することで該パリソンを膨張させ容器を形成させる。膨張は圧縮空気を用い
て行われ、圧縮空気は膨張されるパリソンの内部へ導入される。パリソンをこのように膨
張させる際の方法技術的なプロセスに関しては特許文献１に説明されている。その冒頭で
説明されている、加圧状態にあるガスの導入部は、発生する容器のブローホールに圧力ガ
スを導入させる部分と、ブロー成形開始時にパリソンに圧力ガスを導入させる部分とを有
している。
【０００３】
　容器を成形するためのブローステーションの基本的な構成に関しては特許文献２に記載
されている。また、パリソンを温度調整する可能な態様に関しては特許文献３に説明され
ている。
【０００４】
　ブロー成形装置の内部では、パリソンとブロー成形された容器とを種々の操作装置を用
いて搬送することができる。特に、パリソンを嵌合させる搬送心棒を使用することは公知
である。しかし、他の搬送装置を用いてパリソンを操作することもでき、たとえばパリソ
ンを操作するやっとこの使用、パリソンの保持のために該パリソンの口領域に挿入可能な
拡開心棒の使用もその構造的な例である。
【０００５】
　搬送ホイールを使用した容器の操作はたとえば特許文献４に記載されており、１つの搬
送ホイールをブローホイールと搬出路との間に配置し、他の搬送ホイールを加熱路とブロ
ーホイールとの間に配置する構成になっている。
【０００６】
　前述したパリソンの操作にはいわゆる２段階方式で行われるものがある。すなわち、ま
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ずパリソンを射出成形法で製造し、次に中間蓄積してその後温度に関しコンディショニン
グを行い、容器にブロー成形させる。他方いわゆる１段階方式を適用したものもある。こ
の方式では、パリソンを射出成形技術で製造し十分に固化した直後に、適宜温度調整して
ブロー成形する。
【０００７】
　使用されるブローステーションに関しては種々の実施態様が知られている。回転搬送ホ
イール上に配置されるブローステーションの場合には、型担持体を本のように開閉させる
構成のものが多い。他方、互いに変位可能な型担持体或いは他の態様で案内される型担持
体を使用することも可能である。特に複数のキャビティを収容するのに適している位置固
定の型担持体の場合には、互いに平行に配置された板を型担持体として使用するのが通常
である。
【０００８】
　ブロー成形ステーションへのブロー成形ガス、特に圧縮ガスの供給は、通常１個または
複数個のコンプレッサを介して行なわれる。典型的には、使用されるコンプレッサはコン
プレッサ制御部を備えており、コンプレッサとブロー成形機との間には圧縮空気蓄圧器が
組み込まれている。コンプレッサ制御部は、コンプレッサを、圧縮空気蓄圧器の領域に所
定の圧力レベルが維持されるように制御する。典型的には、コンプレッサ制御部は、圧縮
空気蓄圧器の領域にほぼ３８バールの圧力レベルが提供されるように調整されている。ブ
ロー成形機は、圧縮空気蓄圧器によって提供される圧力を、容器を成形するために実際に
必要な圧力レベルへ低減させる圧力制御装置を備えている。
【０００９】
　典型的には、通常のブロー成形機で、サイズが非常に異なる瓶がブロー成形される。ブ
ロー成形された瓶の容積は０．１５ないし３．０リットルの範囲で変動する。それぞれの
瓶容積および所定の瓶形状によっては、容器成形のために使用されるブロー成形圧も比較
的強く変動する。典型的なブロー成形圧は２２と３８バールの間の範囲にある。
【００１０】
　容器をブロー成形技術により製造するための経常運転コストの大部分は、必要なブロー
成形空気の提供から発生する。このコストを削減するため、たとえば、使用するブロー成
形空気を何度も使用し、使用した高圧力レベルのブロー成形空気をより低い圧力レベルで
新たに容器成形部に供給することが知られている。このようなブロー成形空気のリサイク
ルは常に広範囲に使用できるわけではないので、この種のリサイクルを実現するだけでは
、運転コストを著しく削減するという要求を完全に満足にかなえることはできない。
【００１１】
【特許文献１】独国特許出願公開第４３４０２９１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第４２１２５８３号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第２３５２９２６号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１９９０６４３８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、冒頭で述べた種類の方法を、運転コストの削減に貢献するように改善
することである。
　本発明の他の課題は、冒頭で述べた種類の装置を、運転コストを削減できるように構成
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この課題は、本発明による方法によれば、ブロー成形機の制御部がコンプレッサによっ
て提供される出力圧の目標値を発生させるように、コンプレッサ制御部がブロー成形機の
制御部と接続されていること、コンプレッサの出力圧を、ブロー成形機が必要とするブロ
ー成形圧と付加的な差圧とを加算することによって特定することによって解決される。
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【００１４】
　コンプレッサ制御部をブロー成形機の制御部と連結させることにより、コンプレッサを
エネルギーに関し最適に作動させることが可能である。これにより、コンプレッサの出力
圧は不必要に高いレベルに上昇して再び減少することはせず、コンプレッサはその都度の
使用例に必要な圧力レベルのみを発生させる。
【００１５】
　コンプレッサ制御部とブロー成形機の制御部とを連結することにより、ブロー成形機と
コンプレッサ装置との間に、コンプレッサ装置の消費電力を低減させ、これによって運転
コストを節減させるように接続システムが提供される。
【００１６】
　種々の使用条件を考慮するため、コンプレッサを、コンプレッサ制御部に依存して、予
め設定可能な異なる出力圧で作動させる。
【００１７】
　ブロー成形機の生産始動時における時間的な遅延を少なくするため、コンプレッサ制御
部が、ブロー成形機の制御部によって目標値を設定することなくコンプレッサを制御して
所定の最大出力圧を発生させる。
【００１８】
　必要な通信値を提供するため、ブロー成形機とコンプレッサとの間のインターコネクシ
ョンは少なくとも一方向性データ伝送を行なう。ニ方向性データ伝送も有利である。
【００１９】
　実施コストを少なくするため、コンプレッサによって発生させるべき出力圧に対する目
標値設定を、ブロー成形機の操作プログラムを介して行なう。
【００２０】
　技術的に生じる圧力損を考慮するため、コンプレッサの出力圧を、ブロー成形機が必要
とするブロー成形圧と付加的な差圧とを加算することによって特定する。
【００２１】
　特に、前記差圧を、ブロー成形機の圧力コントローラの差圧と接続ラインの圧力損失と
コンプレッサ制御部のヒステリシスとの総計により検出する。
【００２２】
　１実施態様によれば、少なくとも２つのブロー成形機を少なくとも１つのコンプレッサ
に接続させる。
【００２３】
　同様に、少なくとも２つのコンプレッサを少なくとも１つのブロー成形機に接続させる
ことも可能である。
【００２４】
　圧縮空気の消費量が時間的に変化する場合に安定な供給圧を提供するため、コンプレッ
サによって提供される圧縮空気の少なくとも一部分を蓄圧器によって蓄圧させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、本発明の実施形態を添付の図面を用いて詳細に説明する。
図１と図２はパリソン（１）をブロー成形して容器（２）を形成するための装置の基本構
成図である。
【００２６】
　容器（２）の成形装置は実質的にブローステーション（３）から成り、ブローステーシ
ョン（３）はパリソン（１）を挿着可能なブロー成形型（４）を備えている。パリソン（
１）はたとえばポリエチレンテレフタラートから成る射出成形品である。パリソン（１）
をブロー成形型（４）に挿着し、且つ完成した容器（２）を取り出すことができるように
するため、ブロー成形型（４）は型半部分（５，６）と底部（７）とから成っている。底
部（７）は昇降装置（８）により位置決め可能である。パリソン（１）はブローステーシ
ョン（３）の領域において搬送心棒（９）によって保持されていてよい。搬送心棒（９）
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は、パリソン（１）とともに、装置内部の多数の処理ステーションを通過する。他方、パ
リソン（１）をたとえばやっとこ或いは他の操作手段を介して直接ブロー成形型（４）に
挿着するようにしてもよい。
【００２７】
　圧縮空気の誘導を可能にするため、搬送心棒（９）の下方には接続ピストン（１０）が
配置されている。接続ピストン（１０）はパリソン（１）に圧縮空気を供給するとともに
、搬送心棒（９）に対する密封の用をも成す。他方、変形実施形態では、固定の圧縮空気
管を使用することも基本的には考えられる。
【００２８】
　パリソン（１）の引伸ばしは、本実施形態では、引伸ばし棒（１１）を用いて行う。引
伸ばし棒（１１）はシリンダ（１２）により位置決めされる。他の実施形態によれば、ピ
ックアップローラによって付勢されるカムセグメントを介して引伸ばし棒（１１）の機械
的位置決めを行う。カムセグメントの使用は、特に、多数のブローステーション（３）が
１つの回転ブロー成形ホイール上に配置されている場合に合目的である。
【００２９】
　図１に図示した実施形態の場合、引伸ばしシステムは、２つのシリンダ（１２）のタン
デム配置が可能であるように構成されている。引伸ばし棒（１１）は、本来の引伸ばし工
程を開始する前に、まず第１次シリンダ（１３）によりパリソン（１）の底部（１４）の
領域まで移動させる。本来の引伸ばし工程を実施している間、引伸ばし棒を走出させた第
１次シリンダ（１３）は、該第１次シリンダ（１３）を担持している往復台（１５）とと
もに第２次シリンダ（１６）により位置決めされ、或いはカム制御部を介して位置決めさ
れる。特に、引伸ばし工程を実施している間に曲線軌道に沿って滑動するガイドローラ（
１７）により実際の引伸ばし位置が設定されるように、第２次シリンダ（１６）をカム制
御して使用することが考えられる。ガイドローラ（１７）は第２次シリンダ（１６）によ
り案内軌道に対し押圧される。往復台（１５）は２つの案内要素（１８）に沿って滑動す
る。
【００３０】
　担持体（１９，２０）の領域に配置される型半部分（５，６）を閉じた後、ロック装置
（４０）を用いて担持体（１９，２０）を互いにロックさせる。
【００３１】
　パリソン（１）の口部分（２１）の種々の形状に適合させるため、図２によれば、ブロ
ー成形型（４）の領域に別個のスレッドインサート（２２）を使用する。
【００３２】
　図２はブロー成形された容器（２）に加えて破線でパリソン（１）を示すとともに、成
長している容器ブローホール（２３）を概略的に図示したものである。
【００３３】
　図３はブロー成形機の基本構成を示す。ブロー成形機は加熱路（２４）と回転ブローホ
イール（２５）とを備えている。パリソン（１）はパリソン装入部（２６）を起点として
搬送ホイール（２７，２８，２９）により加熱路（２４）の領域へ搬送される。加熱路（
２４）に沿って放射加熱器（３０）とファン（３１）とが配置され、パリソン（１）を温
度調整するようになっている。パリソン（１）を十分に温度調整した後、パリソン（１）
はブローホイール（２５）へ搬送される。ブローホイール（２５）の領域にはブローステ
ーション（３）が配置されている。ブロー成形を完了した容器（２）は他の搬送ホイール
により排出路（３２）に供給される。
【００３４】
　容器（２）内に充填される食料品の、特に飲料物の長い有効寿命を保証するような材料
特性を容器（２）が有するようにパリソン（１）を容器（２）に成形するには、パリソン
（１）の加熱と配向の際に特別な方法ステップを厳守する必要がある。さらに、特殊な寸
法規定を厳守することにより有利な成果を得ることができる。
【００３５】
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　熱可塑性材料としては種々のプラスチックを使用することができる。たとえばＰＥＴ，
ＰＥＮまたはＰＰを使用できる。
【００３６】
　配向工程を実施している間のパリソン（１）の膨張は圧縮空気の供給により行う。圧縮
空気の供給は、ガス（たとえば圧縮空気）を低圧レベルで供給するブロー成形前段階と、
ガスを高圧レベルで供給する次のブロー成形主段階とに分ける。典型的には、ブロー成形
前段階を実施している間は１０バールないし２５バールの範囲の圧力を持った圧縮空気を
供給し、ブロー成形主段階を実施している間は２５バールないし４０バールの範囲の圧力
を持った圧縮空気を供給する。
【００３７】
　図３からわかるように、図示した実施形態の場合、加熱路（２４）は周回する多数の搬
送要素（３３）から形成され、これらの搬送要素（３３）はチェーン状に互いに列設され
、転向ホイール（３４）によって案内されている。特に、チェーン状に配置することによ
り実質的に長方形の基本輪郭を張るよう想定している。図示した実施形態の場合、加熱路
（２４）の搬送ホイール（２９）側および装入ホイール（３５）側の拡がり領域には比較
的大きなサイズの単独の転向ホイール（３４）が使用され、この領域に隣接している転向
領域には比較的小サイズの２つの転向ホイール（３６）が使用されている。しかし基本的
には他の任意のガイドも考えられる。
【００３８】
　搬送ホイール（２９）と装入ホイール（３５）とを互いに可能な限り密に配置すること
ができるようにするにはこの種の配置が特に合目的であることが判明した。というのは、
加熱路（２４）の対応する拡がり領域には３つの転向ホイール（３４，３６）が位置決め
され、より厳密に言えば、小さいほうの転向ホイール（３６）がそれぞれ加熱路（２４）
の直線部への移行領域に位置決めされ、大きいほうの転向ホイール（３４）が搬送ホイー
ル（２９）と装入ホイール（３５）とに直接移行する領域に位置決めされているからであ
る。チェーン状の搬送要素（３３）を使用する代わりに、たとえば回転加熱ホイールを使
用してもよい。
【００３９】
　容器（２）のブロー成形が終了した後、容器（２）は取り出しホイール（３７）により
ブローステーション（３）から搬出され、搬送ホイール（２８）と搬出ホイール（３８）
とを介して搬出路（３２）へ搬出される。
【００４０】
　図４に図示した加熱路（２４）の変形実施形態では、より多数の放射加熱器（３０）を
設けることにより、単位時間当たりより大量のパリソン（１）を温度調整することができ
る。この変形実施形態では、ファン（３１）が冷却空気を冷却空気管路（３９）の領域へ
誘導する。冷却空気管路（３９）はそれぞれ付設の放射加熱器（３０）に対向配置され、
排流穴を介して冷却空気を放出する。このように排流方向を設定することにより、冷却空
気の流動方向は実質的にパリソン（１）の搬送方向に対し横方向に実現される。冷却空気
管路（３９）は、放射加熱器（３０）に対向している表面の領域に、加熱放射線のための
反射器を備えていてもよい。同様に、放出された冷却空気を介して放射加熱器（３０）の
冷却を行うようにしてもよい。
【００４１】
　図５は、コンプレッサ（４２）および蓄圧器（４３）を使用してブロー成形機（４１）
に圧縮空気を供給する態様を概略的に示したものである。蓄圧器（４３）は典型的にはボ
イラーとして構成されている。コンプレッサ（４２）はコンプレッサ制御部（４４）を有
し、ブロー成形機（４１）は制御部（４５）を備えている。蓄圧器（４３）は圧力測定装
置（４６）を備えており、圧力測定装置（４６）はコンプレッサ（４２）から提供される
出力圧の実測値をコンプレッサ制御部（４４）へ送る。
【００４２】
　コンプレッサ制御部（４４）とブロー成形機（４１）の制御部（４５）とはインターコ
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ネクション（４７）を介して互いに接続されている。インターコネクション（４７）はそ
の都度の使用条件に依存して一方向または双方向のデータ伝送を支援する。技術的には、
インターコネクション（４７）は種々の実施態様で実現できる。たとえば、ケーブル接続
または無線接続が考えられる。ケーブル接続の場合には、データ伝送はたとえば電気的ま
たは光学的に行なうことができる。無線接続は無線経路、赤外線経路または他の無接触通
信経路を介して提供される。
【００４３】
　図５の図示を変更した図６の図示から明らかなように、ブロー成形機（４１）の制御部
（４５）はコンプレッサ制御部（４４）に対する事前設定値を目標値入力部（４８）に提
供する。コンプレッサ制御部（４４）は、さらに、基本目標値のための入力部（４９）を
有している。目標値入力部（４８）と入力部（４９）とは優先処理制御部とリンクしてい
てよい。これは、ブロー成形機（４１）からの誘導値がある場合にはコンプレッサはこの
誘導値を目標値として考慮し、この種の外部からの制御値がない場合には、入力部（４９
）から提供される目標値を考慮することを意味している。
【００４４】
　前述した優先処理制御を考慮すれば、たとえば、蓄圧器（４３）の領域にブロー成形機
（４１）を接続させずに基本圧を提供することが可能である。基本圧とは、たとえば、コ
ンプレッサが発生させる最大出力圧（たとえば３８バールの圧力）である。これにより、
ブロー成形機（４１）が具体的に必要とするブロー成形圧とは関係なく、時間遅延なしに
、必要とするブロー成形圧が提供されることが保障されている。この場合、ブロー成形機
（４１）を始動させた後、実際に必要なブロー成形圧の目標値が目標値入力部（４８）に
印加され、コンプレッサ（４２）は蓄圧器（４３）の領域に割り当てられる出力圧を提供
する。
【００４５】
　コンプレッサ（４２）を最適に制御するため、コンプレッサ（４２）によって提供され
る全出力圧をブロー成形ステーション（３）に供給するのではなく、圧力損を考慮するよ
う配慮する。それ故、コンプレッサ（４２）は、実際にブロー成形ステーション（３）が
必要とするブロー成形圧に差圧を加えたものを提供するのが有利である。コンプレッサ蓄
圧システムの送出圧ＰＫ－Ｓは、以下の式を評価することによって特定することができる
。
【００４６】
　ＰＫ－Ｓ＝ＰＢｄ＋ΔＰＢｒ＋ΔＰＤＶ＋ΔＰＫ－Ｓ－Ｈ

ここで、
ＰＢｄ＝機内で必要とするブロー成形圧
ΔＰＢｒ＝ブロー成形圧コントローラがブロー成形機においてコントロールのために必要
とする差圧
ΔＰＤＶ＝蓄圧器とブロー成形圧コントローラとの間での流動による圧力損
ΔＰＫ－Ｓ－Ｈ＝コンプレッサのオンオフ圧によって生じるコンプレッサ・蓄圧システム
ヒステリシス
【００４７】
　上記式の評価について、以下の例に関し説明する。これから、圧縮空気のデマンド制御
が蓄圧器圧力にどのように影響するか、したがってコンプレッサの消費電力にどのように
影響するかがわかる。
　　　　　　　　瓶Ａ　　　　　　　　　　瓶Ｂ
【００４８】
ＰＢｄ　　　　　＝３６バール　　　　　　　　２４バール
ΔＰＢｒ　　　　＝２バール　　　　　　　　　２バール
ΔＰＤＶ　　　　＝０．５バール　　　　　　　０．５バール
ΔＰＫ－Ｓ－Ｈ　　＝１バール　　　　　　　　　１バール
ＰＫ－Ｓ　　　　＝３９．５バール　　　　　　　２７．５バール
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　上の表を評価するとわかるように、瓶（Ａ）の代わりに瓶（Ｂ）をブロー成形技術によ
り製造すると、コンプレッサ（４２）の出力圧はほぼ１２バールだけ低くて済む。コンプ
レッサの出力圧が減少することにより、コンプレッサは提供された空気を不必要に高い圧
力レベルへ圧縮させる必要がない。これから、ほぼ１０００ないし３０００標準立方メー
トルの典型的な圧縮空気消費量の場合であれば、かなりのエネルギー節減ポテンシャルが
得られる。
【００５０】
　図７は、共通の１つの蓄圧器（４３）を介して互いに連結されている２つのコンプレッ
サ（４２）と２つのブロー成形機（４１）とから成る複合型生産設備を示している。この
種の配置構成の場合、両コンプレッサ（４２）を同じ目標値で作動させるのが好ましい。
両ブロー成形機（４１）はそれぞれコンプレッサ制御器（４４）に対し、個別に製造され
る容器（４２）から結果する目標値を提供する。コンプレッサ制御部（４４）は必要とす
る圧力レベルよりも高い圧力レベルを提供する。
【００５１】
　基本的には、具体的な使用条件に応じて、任意の数量のコンプレッサ（４２）およびブ
ロー成形機（４１）を互いに連結させてよい。この場合には、ブロー成形機（４１）に必
要な圧縮空気全需要量がコンプレッさ（４２）によって提供され、最大ブロー成形圧を必
要とするブロー成形機（４１）に少なくともこの圧力レベルを供給するよう配慮するだけ
でよい。
【００５２】
　典型的には、ブロー成形機（４１）の制御部（４５）は、容器（３）を製造するための
所定処方の記憶部および変更部を含んでいる操作装置を有している。処方には、１つの生
産パラメータとして、必要ブロー成形圧が含まれている。このブロー成形圧パラメータに
依存してブロー成形機（４１）の圧力制御装置が制御される。したがって、前記ブロー成
形圧パラメータは著しいコストを要することなくコンプレッサ制御部（４４）にも提供で
きる。実際に必要な差圧（コンプレッサ（４２）の出力圧は実際に必要なブロー成形圧よ
りもこの差圧分だけ高くなければならない）は、ブロー成形機（４１）の制御部（４５）
の領域においてもコンプレッサ制御部（４４）の領域においても算出することができる。
有利には、この算出をブロー成形機（４１）の制御部（４５）の領域において行なうのが
よい。というのは、ここでは、必要なすべての情報が提供され、コンプレッサ制御部（４
４）の変化が避けられるからである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】パリソンから容器を製造するためのブロー成形ステーションの斜視図である。
【図２】パリソンを延伸させ膨張させるブロー成形型の縦断面図である。
【図３】容器をブロー成形するための装置の基本構成を説明するための概略図である。
【図４】加熱容量を増大させた加熱路の実施態様を示す図である。
【図５】コンプレッサと蓄圧器とブロー成形機とからなる装置全体を説明するためのブロ
ック構成図である。
【図６】図５の変形実施形態の図である。
【図７】複数個のコンプレッサと複数個のブロー成形機とから成るシステムを説明するた
めの図である。
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